
海外の救急システムの現状

自治省 消防庁 救急救助 課

1｡　 はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　d ’Ａｉｄｅ Ｍｅｄｉｅａｌｅ Ｕ�ｅｎtｅ）

我が国の救急業務は，全国的に普及し，住　　　 以下は，その概要である。

民の生命・身体の安全を守る上で不可欠な行　 （１）ＳＡＭＵ 発足までの背景

政サービスとして着実に伸びてきている。し　　 （ア） パリ市における救護サービス

かし，救急隊員の行う応急処置が現行のまま　　　1883 年，パリ市において公共の救急馬車に

で留まっている限り，救命率の向上には限度　　 よる救護サービスが開始された。当時は，警

がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 察の管轄のもとに各区の駐車場に待機し，患

そこで，外国の例をも見ながら，救急隊員　　 者は各区に設けられた市立病院に送られた。

の資質向上による応急処置の拡大，あるいは　　その後，馬車は自動車にかわり，運営主体も

ドクターカーの導入等によって救命率の向上　　市公共福祉部に移管されるなどの変遷を経

を図ることが，種々の場で検討されている。　　 た。

消防庁では，（財）消防科学総合センターに　　 （ｲ） ４本立て体制時代

昭和63年度「消防機関におけるドクターカー　　　 第２次大戦後から1964年までの間は，パリ

の導入及び管理運営に関する調査研究会」を　　市内では，おおむね次の四機関による救護輸

設け，我が国におけるドクターカーの導入に　　送体制が続いた。

ついて検討したところであるが，その検討の　　・市公共福祉部………病院問の転送

中で，「外国の救急システムの現状」として，　 ・警察 街路，屋外のけが人等

フランスとアメリカについて，その概要が報　　・消防（軍隊）………毒物等による中毒

告されているので，ここで紹介したい。　　　　　・民間救急（社会給付で利用）･‥一般家庭内

の急病

2. フランス（ＳＡＭＵ）の概要　　　　　　　　　 なお，パリ市の消防組織はナポレオンの指

フランスにおける救護組織は，大別して①　　示によって軍隊が行うこととされ，それ以来

消防における現場救護の組織，②医師参加に　　現在も軍の工兵隊が担当している。したがっ

よる緊急医療援助組織の２つに分けられる。　　 て，市役所の指揮下にはない。マルセイユ市

このうち，後者を「ＳＡＭＵ」と称し，フラ　　 も同様に軍隊による消防組織とされているの

ンスにおける緊急医療援助組織として特色あ　　 で，現在もこの２市の消防は，特別な体制と

る もの と なっ てい る。（ＳＡＭＵ ＝Seｒｖｉｃｅ　　なっており，両市の消防組織が行う日常の救
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護活動は中毒等一部のみとされ，一般の負傷

者救護は警察が担当する体制となっている。

他の地域の消防組織とは基本的に異なる体制

である点に注意を要する。

（ウ） ＳＡＭＵ の発足

具体的には，一般市民, 民間救急自動車，

開業医をはじめ，特に救護活動の主体をな

す消防救護隊からの申し出に対して，医学

的アドバイスを行うことや適応病院を案内

することである。

1965年から1966年にかけてフランス全土に　　・現場出場及び専門病院への輸送業務

小 児 マ ヒ が 大 流 行 し た 。 こ れ ら の 忠 者 の 中 に

は ， 病 院 へ の 輸 送 中 に 呼 吸 が 停 止 し ， 死 亡 す

る 例 が 多 く 見 ら れ た の で ， パ リ 市 内 の ネ ッ

カ ー 病 院 に お い て ， そ の 対 策 と し て ， 救 急 自

動 車 に 麻 酔 器 を 積 み 込 み 麻 酔 医 が 同 乗 し て 救

護 輸 送 に あ た り ， 救 命 効 果 を あ げ た 。 こ れ を

きっかけとして同病院の麻酔科で多くの医

師 や ボ ラ ン テ ィ ア 民 問 人 ， さ ら に 軍 人 が い わ

ゆ る 蘇 生 法 を 学 び ， 救 急 医 療 の 分 野 に お け る

麻 酔 科 医 の 発 言 力 が 増 大 し た 。 ま た 一 方 ， 救

急 自 動 車 の 持 つ 機 能 に ， 単 な る 輸 送 機 能 の み

で は な く 救 命 に 必 要 な 医 療 を 行 う 機 能 も 加 え

る べ き で あ る と す る 考 え 力将 土会 的 に 認 識 さ れ

る と と も に ， 応 急 手 当 の 可 能 な 救 急 自 動 車

ＳＭＵＲ（Serviｃｅ Ｍｏｂｉｌｅ ｄ’ｕrｇｅｎｃｅ ｅt la ｒ’ｅ

ａｎｉｍ ａtｉｏｎ ） が 開 発 さ れ ， さ ら に1972 年 に は

高 度 の 蘇 生 救 急 医 療 を 医 師 が 行 い な が ら 輸 送

で き る 活 動 組 織 と し て ＳＡ Ｍ Ｕ が 組 織 化 さ れ

た 。

（２） ＳＡ Ｍ Ｕ の 概 要

（ア） 設 立 状 況

パ リ 市 の ネ ッ カ ー 病 院 に お い て 設 立 さ れ た

緊 急 医 療 援 助 組 織 「 ＳＡ Ｍ Ｕ 」 は ， そ の 後 多

く の 試 行 錯 誤 を 経 て フ ラ ン ス 国 内 で 各 県 単 位

に 組 織 化 さ れ る こ と と な り ，1982 年 現 在95 県

中80 県 に お い て 設 立 さ れ て い る 。

（ｲ ） ＳＡ Ｍ Ｕ の 任 務 は ， 大 別 し て 次 の ２ つ

と さ れ て い る 。

・ 医 療 相 談 ， 援 助 指 導 業 務

具体的には，必要に応じて自ら高度の装

備を施したＳＭＵＲ(救急自動車) を用意し，

医師や看護婦が同乗して現場に出場し，緊

急医療や現場での医療指導を開始し，この

医療を続けながら専門病院への輸送を行

う。

(ウ) 所　　 在

ＳＡＭＵ は，国公立病院の中の一部に，あ

るいは病院に隣接して設けられているが，自

ら病床を持つということはない。また，パリ

市を除いては，ほぽ各県ごとに１個所となっ

ている。

（エ）　医師の確保

ＳＡＭＵ の活動に関し，最も重要でありな

がら，最も困難なことは，施設・設備ではな

く訓練を受けた医師の確保であるとされてい

る。

一般的には，専任の常勤医師が１単位あた

り8 ～10名必要とされ，さらに深夜休日等を

補うための非常勤医師が多数必要とされてい

る。しかしながら，折角専任の救急医として

錬成されても，多くの者は１年程度で再び臨

床専門分野に転向してしまうようである。

ＳＡＭＵ は，前述のようにパリ市を除いて

は，ほぽ各県１個所であるため，ＳＡＭＵ の

医師が現場へ出場するときに20分～30分を要

してしまう地域が生ずる。これらの地域では，

開業医の中で救急医療蘇生の再教育を受けた

ボランティアのグループが連合体を組織し，
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地域に応じて当番医を決めて，ＳＡＭＵ や地

元消防からの連絡により連合体所属の乗用車

タイプの緊急医療車により現場へ出場し，間

隔を埋めることとされている。これらの篤志

医師グループは，ほとんどが奉仕の精神によ

り，無料で仕事に当たっているという。

（オ） 緊急情報連絡体制

ＳＡＭＵ は，一般市民，開業医, 病院, 薬局，

民間救急自動車，航空機，船舶，労働現場な

判断により一般の簡易救急自動車を出す

か，ＳＡＭＵ に連絡して，高度装備の救急

自動車（ＳＮＭＵＲ）の出動を要請すること

になる。

ＳＡＭＵ が直接 連絡を受 けた場 合は，

ＳＡＭＵ の医師の判断により，ＳＡＭＵ の救

急自動車を出動させるか，あるいは警察の

救急自動車や民問の救急自動車を出場させ

るよう指示することとなる。

どからの呼び出しに応じる体制がとられてお　　・パリ市ＳＡＭＵ の人貝構成

り，また，隣接県のＳＡＭＵ とも直接の通信

手段が確保されている。

現在では，消防は18番，警察は17番となっ

ているが，医療に関する緊急電話は15番で，

独立した電話番号が全国で可能である。

（ヵ） パリ市の状況

大パリ圏の人口は，1,000 万人であるが，

首都パリ市の人口は，200万人である。

以下は，パリ市の状況である。

・パリ市の救護体制

本部の医師団は，常勤専属医10名，契約

医64名となっている。また，支部には，医

師，看護婦，運転手等１支部あたり各５名

が配置されている。

・保有車両

ネッカー病院

オテルデユ病院

サンアントワーヌ病院

ラリボワジェル病院

ラビテイエ病院

10台

１台

１台

１台

１台

パ リ 市 の 消 防 組 織 は ， 前 述 の と お り 歴 史　　 ・ 緊急 通 報 及 び出 場 件 数

的経 緯 もあ っ て， 軍 の工 兵 隊 が 担 当 し てい　　　 緊急 通 報　　125,000 件 （1982 年 ）

る。 この よ う な特 殊事 情 に よ り ，　　　　　　　 救急 出場　　12,500 件 （1982 年）

一般的救護………パリ市警察

病 気 等 の 入退 院… 市 公 共 福 祉 部 ・病 院の　　3. 米 国 の 概 要

患 者 輸 送 車 ・民 間 救 急　　　 ア メ リ カで は， 救 急 医 療 サ ー ビ ス シ ス テ ム

中毒・熱傷………消防　　　　　　　　　　をＥＭＳ＝Ｅｍｅrｇｅｎｅy Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｅrｖｉｃｅ体制

と さ れ て い る 。 し た が っ て ，ＳＡＭＵ は 消　　 と し て と ら え ら れ て お り， 国 家 が 救 急 医 療

防 と は直 接 関 係 な く運 営 さ れて い る 。 消 防　　 サ ー ビ ス 法 を 制 定 し， 大 枠 を定 め て バ ッ ク

の 側 に お い て も， 消 防 と して 現 場 へ 向 か う　　 ア ップ す る 大 規 模 な 政 策 が と ら れ て い る 。

と き は 軍 医 が 同 乗 す る こ と に な る の で ，　　　 以 下 は ， そ の 概 要 で あ る 。

ＳＡＭＵとは関係なく運営される。むしろ，　（1）　ＥＭＳ体制整備までの背景

ＳＡＭＵ は 警 察 と 連 携 を 図 る こ と と さ れ て　　 （ア） シ ス テ ム の 整備 前

い る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ア メ リ カ の 救 急 救 護 体 制 は1965 年 頃 ま で

警 察 が 緊急 連 絡 を受 け た 場 合 は ， 警 察 の　　 は， 医 学 的 知 識 を持 た ない 葬 儀 屋が 患 者 の 応
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急処置や搬送を行っており，また，患者を受

け入れる病院においても，1960年から1965年

頃にかけて徐々に外傷処置を受け持つことと

なったから，専任の医師を配置した救急部を

持つようになった程度であった。

（ｲ） システムの整備

自動車交通に長い歴史を持ち，多くの交通

事故による犠牲者を出しているアメリカは，

1960年にケネディ大統領の交通事故死減少の

キャンペーン展開によって，救急医療システ

ムの整備も国民の関心の的となった。そして

1966年に，交通安全に関する次の三つの重要

な法律を成立させた。

・道路交通安全法

・運輸省設置法

・国家交通ならびに自動車車両安全法

そして，道路交通安全法に基づき「救急医

療」を含む「道路交通安全基準」が定められ，

ＥＭＳ体制の整備が図られることとなった。

1973年には「救急医療サービス法」が成立

し，ＥＭＳの計画改良，拡張の実施に助成を

与える権限が定められた。

1974年には，運輸省の中の「国家交迦安全

庁」によってパラメディック制度が創設され

た。これは，医師以外の救急従事者に資格を

与えて，緊急医療行為を認める制度である。

（2）ＥＭＳ体制の概要

（ア）ＥＭＳ所掌機関

ＥＭＳ体制には，次のような機関があり，

それぞ れＥＭＳを担当する部門を持ってい

る。

中央行政機関……運輸省，健康教育保健省

関係機関…………アメリカ病院協会

アメリカ医師会

アメリカ赤十字

－

ア メ リ カ 心 臓 協 会

Ｅ Ｍ Ｓ の 大 学 協 会

（ｲ ） 緊 急 情 報 通 信

緊 急 情 報 通 信 は ， 電 話 回 線 の 緊 急 ダ イ ヤ ル

に よ り 警 察 の 通 信 指 令 室 に 入 り ， 直 ち に 救 急

の デ ス パ ッ チ ャ ー （指 令 者 ） に 切 り 替 え ら れ

る。また,市民無線が認められており，40チャ

ン ネ ル の う ち ９ チ ャ ン ネ ル は ， 緊 急 用 と し て

警 察 の 通 信 指 令 室 が キ ャ ッ チ す る よ う に 推 進

さ れ て い る 。

（ウ） 受 け 入 れ 病 院

公 立 病 院 は ，24 時 間 体 制 の Ｅ Ｍ Ｓ セ ン タ ー

を 設 け て お り ， ア メ リ カ 医 師 会 か ら の 病 院 救

急 処 置 能 力 格 付 指 針 に 関 す る 会 議 に よ る 勧 告

をうけ，また，州や地域の病院協議会による，

格 付 分 類 に つ い て の 関 係 病 院 相 互 問 の 通 信 連

絡 を 行 っ て い る 。

（エ）　医師の確保

救 急 専 門 医 は ，1969 年 に ア メ リ カ 救 急 医 学

協 会 が 独 自 の 教 育 研 究 プ ロ グ ラ ム を 持 ち ， １

つ の 専 門 分 野 と し て 組 織 化 し た こ と に よ り 生

ま れ ， そ の 後 大 学 の 救 急 医 学 講 座 が 開 設 さ れ

る よ う に な っ て ，1977 年 に 救 急 専 門 医 制 度 が

認 め ら れ た 。 1987 年 に は ，4,000 名 を 超 す 救

急 専 門 医 が 各 州 で 活 躍 し て い る 。

（オ） パ ラ メ デ ィ ッ ク 制 度

迎 輸 省 国 家 交 通 安 全 庁 に よ っ て1974 年 に 創

設 さ れ た パ ラ メ デ ィ ッ ク 制 度 は ， プ レ ホ ス ピ

タ ル ケ ア （病 院 前 救 護 ） の 中 心 的 役 割 を 果 た

す 救 急 隊 員 制 度 の こ と で あ る が ， 我 が 国 の 救

急 隊 員 と は 異 な り ， 医 療 行 為 が 許 さ れ て い る

制 度 で あ る 。

救 急 隊 貝 制 度 は, 次 の 二 種 類 に 区 分 さ れ る 。

Ｅ Ｍ Ｔ-I ＝ Ｅ ｍ ｅrｇｅｎｃy Ｍ ｅｄｉｃａｌ Ｔ ｅｃｈｎｉｃｉａｎ エ

マ ー ジ ェ ン シ ー ・ メ デ ィ カ ル ・ テ ク ニ ッ

20 －
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図　アメリカの救急医療システ ム

注 Ｉ　 ＭＩＣＵ ： パ ラ メ デ ィ ック の 乗 車 す る救

急中はMobil Iｎtｅｎｓiｖｅ Ｃａrｅ Ｕｎｉt （動く

災 中治 療 室 ） と 呼 ば れ てい る 。

注 ２　 病 院 の カ テ ゴ リ ー 化 ： ア メ リ カ医 師会

で は， 病 院 の救 急 対 処 能力 に応 じて 地 域

内 の病 院 を四 つ の カ テ ゴ リ ー に階 層 化 す

る こ と をす す め て い る。

カ テ ゴ リ ー1 : Ｃｏｍｐrｅｈｅｎsiｖｅ

あ ら ゆ る 救 急 医 療 に 必 要 な 設 備， ス

タ ップ を常 に 備 え ， 地 域 救 急 医 療 の核

カテゴリーⅡ:Ｍａｊｏr

医師，検査技師， レ線技 師常駐，専 門

医， 薬剤師 は数 分以内 に可能，特殊 専

門医の呼び出し可能

カテゴリーⅢ:Ｇｅｎｅｒal

医師常駐，専門医，検査技師，レ線技

師，薬剤師は数分以 内に可能　 ，

カテゴリーⅣ:Slandard

正看護婦常 駐，医 師の呼 び出し可能

シャンと呼ばれ，我が国と同程度の救急　　・車　両

隊Ｕ のことである。　　　　　　　　　　　　　　救急自動車48台（パラメディック用41台.

ＥＭＴ-Ｐ＝パラメディックと呼ばれ，おおむ　　　ＥＭＴ用７台）

ね800から1,500時問位の訓練を受けた国　　　　 パラメディック用の車両には，救命用機

家登録制の救急隊員で，救急医療処置が　　　 器として，外傷，熱傷，ショック，静脈確

認められている。　　　　　　　　　　　　　 保など傷病と目的に応じて組み込 まれた

（ヵ） ロサンゼルス市の救急救護システム　　　　 キットを乗せてある。

ロサ ンゼルス市のプレホスピタルケアー　　・配　 置

は，市消防局のパラメディックが担当し，そ　　・料　金

の後の救急医療は南カルフォルニア大学病院　　　　 パラメディックの救急処雌……無料

救急部を中心に，郡立病院や私立病院の救急　　　　 パラメディック搬送……………有料

部門が担当している。　　　　　　　　　　　　　　 （１ブロック〔10マイルごとに70ドル〕）

市の消防局における救急体制は次のとおり　　　受け入れ病院としては，南カルフ ォルニア

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大学病院（私立）があり，周辺都市を含む口

・人員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　 サンゼルス郡の37基幹病院中最大のものと

パラメディック　308名　　　　　　　　　なっている。全ペット数2,000床，救急患者

（うち消防職員は25名）　　　　　 は１日約1,000 人に達し，10 人の救急専門医

ＥＭＴ-1　　　　　250 名　　　　　　　　　 と15人の救急特殊看護婦がいる。

（うち消防職員200 名）

－21 －



4｡ 海外救急救助事情調査団について

消防庁の後援のもと，（財）消防科学総合セ

ンターでは，昭和55年度から毎年，全国の消

防関係機関の方々の参加を得て，海外救急救

助事情調査団を編成し，海外の救急救助事情

の実態を訓査見聞することにより，我が国救

急業務充実に資することとしている。この調

査団も，これまでの10年間に150名が参加し，

アメリカ，カナダ，ヨーロッパの各国におい

て，消防関係者との情報交換を通じ，友好を

深め，見闘を広めてきている。平成２年度の

調査団については，７月９日から７月20日ま

での12日｡間の予定で，西ドイツ，イタリア，

フランスの消防機関を訪問することとし，西

22

ドイツのハンブルグにおける特殊災害の消防

基地や，ローマにおける消防教育の調査を中

心に行う予定である。

我が国の救急業務は法制化されて，四半世

紀を経過し，近年は急速な高齢化社会の到来

と疾病構造の変化により，救急需要は増大傾

向にあり，また，複雑多様化してきている。

これらに対応した救急体制の充実や救急業務

の質的向上・救急医療体制の整備充実等力罵米

題とされている。

このような時期をふまえての調売団派遣で

あるので，多数の参加をお願いして，本稿を

とじたい。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39
	page40
	page41
	page42
	page43
	page44
	page45
	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62
	page63
	page64

